
まだまだ残暑厳しいこの頃ですが、朝晩は涼しく動きやすい時期になりました。
どこへ行くにも何をするにも良い季節です。皆さまはどのような秋をお過ごしでしょ
うか。また、気温差の激しい季節の変わり目ですので体調管理にはくれぐれもお気を
つけ下さいませ。充実した実りの多い秋となりますようにお祈り申し上げます。

色彩あふれる紅葉の季節になりました

だるい、食欲がわかない、夜寝たのに日中も眠いという、「秋バテ」の原因は、
この夏の゛異例の猛暑”だといえます。
わたしたちの体は、今年の夏の猛暑に対応しようと、自律神経がフル稼働してい
た状態で、エネルギーを使い過ぎた結果、「秋バテ」になってしまうのです。
夏場に冷たいものを摂り過ぎた‟内臓冷え”、エアコンと外気の温度差による
‟冷房冷え”などが遠因となり、自律神経の変調が起こっていると考えられます。
一種の現代病なのですが、対策をせず秋口まで引っ張るとさらに自律神経が乱れ
てしまい、夏バテよりもっと辛い症状になることもあります。

秋バテを防ぐには、紫外線による活性酸素をなるべく体内から除
去すること。
活性酸素を抑える働きをする「抗酸化成分」（ビタミンA、C、E）
を食べ物から積極的にとることです。
「ビタミンA、C、E」を多く含む食べ物↓

おやすみ前の簡単ストレッチ♪↓
ポーズをしながら呼吸をすることがポイントです！



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所
有
者
不
明
土
地
と
発
生
原
因

令
和

6
年

4
月
、
所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
を
抑
止

す
る
た
め
の
施
策
と
し
て
、
相
続
等
の
登
記
申
請
の

義
務
化
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
本
稿
で
は
、
背
景
と
さ
れ

る
問
題
の
所
在
や
そ
の
解
消
の
た
め
の
施
策
の
概
要

に
つ
い
て
整
理
し
た
上
で
、
次
世
代
や
社
会
の
た
め

に
、
こ
れ
か
ら
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
住
所
変
更
等
の
登
記
申

請
の
義
務
化
に
関
す
る
改
正
は
、
令
和

8
年

4
月

1

日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

所
有
者
不
明
土
地
と
は
、
不
動
産
登
記
簿
を
見
て
も

所
有
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
は
そ
の
所
在

を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
土
地
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

相
続
や
遺
贈
に
よ
っ
て
土
地
の
所
有
権
を
取
得
し
て

も
、「
遠
隔
地
な
の
で
使
用
・
管
理
が
難
し
い
」
、「
そ

も
そ
も
所
有
権
を
取
得
し
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
い

な
い」
な
ど
、
近
年
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
相
続
等
の
登

記
を
し
な
い
、
も
し
く
は
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
の
か

こ
の
よ
う
に
土
地
が
管
理
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ

れ
ば
、
周
辺
の
環
境
や
治
安
の
悪
化
を
招
き
か
ね
ま

せ
ん
。
ま
た
、
所
有
者
に
連
絡
が
つ
か
な
い
と
防
災
対

策
や
開
発
事
業
の
妨
げ
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
の
民
事
法
制
に
お
い
て
は
、
工
事
や
開
発

の
対
象
土
地
に
つ
い
て
は
土
地
所
有
者
全
員
の
同
意
、

遺
産
分
割
未
了
に
よ
り
相
続
人
の
共
有
状
態
に
あ
る

土
地
の
提
供
等
は
、
共
有
者
全
員
の
同
意
が
そ
れ
ぞ

れ
原
則
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
所
有

者（
共
有
者）
を
確
定
す
る
た
め
の
労
力
と
時
間
が
大

き
な
社
会
的
負
担
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

問
題
解
消
の
た
め
の
施
策
と
は

こ
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、
現
在
、
二
つ
の
施
策

が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
お
よ
び

管
理
の
適
正
化
で
す
。

「
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法」
を
制
定
し
、
工
事
・
開
発
事
業
者
側
は
都

道
府
県
知
事
の
裁
定
で
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
・

使
用
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

ま
た
、
民
法
の
一
部
を
改
正
し
、
土
地
所
有
者
側
も
、
所

在
等
不
明
共
有
者
の
同
意
事
項
や
そ
の
持
ち
分
の
取

得
や
譲
渡
に
つ
い
て
裁
判
所
に
決
定
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
、
何
が
何
で
も
所
有
者
を
追
跡
し
、
そ
の

ハ
ン
コ
を
取
り
付
け
る
と
い
う
労
力
・
時
間
が
必
要

で
し
た
。
し
か
し
、
合
理
的
範
囲
内
の
労
力
で
ク
リ
ア

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
画
期
的
な
こ
と
と

い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
改
正
民
法
に
お
い

て
、
所
有
者
不
明
土
地
管
理
命
令
、
管
理
不
全
土
地
管

理
命
令
な
ど
、
従
来
の
相
続
財
産
管
理
・
不
在
者
管
理

制
度
と
は
別
に
、
所
有
者
ま
た
は
所
在
等
不
明
の
ケ
ー

ス
に
特
化
し
た
制
度
を
整
備
し
、
都
道
府
県
知
事
等
も

利
害
関
係
人
と
し
て
こ
れ
ら
の
裁
判
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
の
抑
止
で
す
。

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
相
続
等
に
よ
り
取
得

し
た
土
地
の
所
有
を
欲
し
な
い
者
が
増
え
て
き
て
い

る
こ
と
へ
の
対
策
と
し
て
、「
相
続
等
に
よ
り
取
得
し

た
土
地
所
有
権
の
国
庫
へ
の
帰
属
に
関
す
る
法
律」
を

制
定
し
、
一
定
の
要
件
の
下
、
所
有
の
費
用
を
負
担
す

れ
ば
、
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
土
地
の
国
庫
へ
の
帰

属
を
申
請
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
不
動
産

登
記
法」
の
一
部
を
改
正
し
、
相
続
等
に
よ
り
所
有
権

を
取
得
し
た
者
は
、
相
続
開
始
・
所
有
権
取
得
を
知
っ

た
時
か
ら

3
年
以
内
に
、
相
続
等
に
よ
る
所
有
権
移

転
の
登
記
申
請
、
ま
た
は
相
続
等
に
つ
い
て
所
定
の
申

告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。
（
こ

の
施
行
は
令
和

6
年

4
月

1
日）

令
和

8
年

2
月

2
日
に
施
行
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

所
有
不
動
産
記
録
照
明
制
度
の
創
設
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ま
で
遺
産
で
あ
る
不
動
産
の
検
索
は
名
寄
帳（
納
税

者
が
特
定
の
市
町
村
内
に
所
有
す
る
不
動
産
の
一
覧

情
報）
や
権
利
証
の
確
認
と
い
っ
た
方
法
に
頼
っ
て
ま

し
た
が
、
こ
の
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、
名
義
人
本
人
ま

た
は
相
続
関
係
者
は
、
自
ら
ま
た
は
被
相
続
人
名
義
の

全
国
の
不
動
産
に
つ
い
て
、
一
覧
化
し
た
情
報
の
交
付

請
求
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
同
年

4
月

1
日
に
は
、
所
有
権
登
記
名
義
人

の
住
所
・
氏
名
変
更
登
記
の
義
務
化
（
申
請
期
限
は

2

年
）
、
法
人
が
所
有
権
名
義
人
で
あ
る
場
合
の
登
記
事

項
の
追
加
（
会
社
法
人
番
号
）
、
国
外
居
住
者
が
所
有
権

名
義
人
で
あ
る
場
合
の
登
記
事
項
の
追
加
（
国
内
連
絡

先
住
所
・
氏
名
等
）
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

次
世
代
・
社
会
の
た
め
に

長
年
に
渡
っ
て
放
置
さ
れ
て
き
た
土
地
の
利
用
・
管

理
に
つ
い
て
は
前
記
の
特
別
措
置
法
・
改
正
民
法
で

カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
か
ら
は

「
次
世
代
、
そ
し
て
社
会
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に

す
る」
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が

重
要
と
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
相
続
登
記
に
つ
い
て

は
、

3
年
の
猶
予
が
あ
る
と
は
考
え
ず
、
少
な
く
と
も

遺
産
分
割
協
議
の
成
立
ま
で
は
速
や
か
に
行
う
事
が

望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。
関
係
者
全
員
と
親
和
的
な
関
係

に
あ
っ
て
も
、
時
間
が
経
つ
と
関
係
者
が
増
え
る
可
能

性
も
あ
り（
図
表
）
遺
産
分
割
協
議
書
と
と
も
に
登
記

所
に
提
出
す
る
印
鑑
証
明
書
に
は
有
効
期
限
が
な
い

か
ら
で
す
。
な
お
、
事
業
用
不
動
産
の
承
継
に
つ
い
て

は
、
家
族
信
託
の
活
用
や
法
人
化
を
検
討
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
司
法
書
士
等
の

専
門
家
へ
の
相
談
を
お
勧
め
し
ま
す
。

構造・規模：鉄骨造・亜鉛メッキ銅板葺・2階建て
使用面積：1階182.70㎡（55.26坪）2階83.05㎡（25.12坪）
築年月：平成6年12月 契約期間：2年
用途地域：準住居地域

接道状況：西側市道に接道

設備：電気・水道・トイレ・エアコン・照明器具

☆総合1位

☆文庫総合1位

☆ビジネス書1位

☆実用書1位

～大分秋のイベント情報～


